
令和４年１２月２３日 

事 務 連 絡 

 

各都道府県 地域医療介護総合確保基金 

（介護従事者の確保に関する事業）担当課 御中 

 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

 

 

令和５年度予算案における地域医療介護総合確保基金 

（介護従事者の確保に関する事業）の新規事業等について 

 

 

日頃より、介護保険行政の適切な運営にご尽力いただき、御礼申し上げます。 

 標記について、本年９月に令和５年度事業として新たに検討中の内容をお示

しさせていただきましたが、今般、別添のとおり令和５年度予算案として決定し

た内容をお知らせいたします。 

 

 

 

各事業の担当課室

担当課室・係 内線

1 外国人介護人材研修支援事業 新規
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保
対策室外国人介護人材受入企画調整係

2894

2 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 新規
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保
対策室外国人介護人材受入企画調整係

2894

3 ＩＣＴ導入支援事業 拡充
老健局高齢者支援課介護業務効率化・
生産性向上推進室

3875

4
介護生産性向上推進総合事業
（介護事業所に対する業務改善支援事業を改
称）

拡充
老健局高齢者支援課介護業務効率化・
生産性向上推進室

3875

5 新型コロナウイルス感染症流行下における介護
サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

継続
老健局認知症施策・地域介護推進課
予算係

3935
3878

事業名



都道府県計画を踏まえて事業を実施。（実施主体：都道府県、負担割合：国2/3・都道府県1/3、令和３年度交付実績：47都道府県）

２ 事業の概要・実施主体等

○ 地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援するため、都道府県計画を踏まえて実施される「参入促進」・「資質の向上」・
「労働環境・処遇の改善」等に資する事業を支援する。

１ 事業の目的

地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保に関する事業分） 老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3878）

令和５年度当初予算案 137億円（137億円）※（）内は前年度当初予算額

○ 新人介護職員に対するエルダー・メンター（新人
指導担当者）養成研修

○ 管理者等に対する雇用改善方策の普及

・管理者に対する雇用管理改善のための労働関
係法規、休暇・休職制度等の理解のための説
明会の開催

・介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット・
ＩＣＴの導入支援（拡充）※拡充分は令和5年度まで

・総合相談センターの設置等、介護生産性向上
の推進

・新人教育やキャリアパスなど雇用管理体制の
改善に取組む事業所のコンテスト・表彰を実施

○ 介護従事者の子育て支援のための施設内保育
施設運営等の支援

○ 子育て支援のための代替職員のマッチング

○ 介護職員に対する悩み相談窓口の設置、ハラ
スメント対策の推進、若手介護職員の交流の推
進、両立支援等環境整備

○ 新型コロナウイルス感染症流行下における
サービス提供体制確保 等

○ 介護人材キャリアアップ研修支援

・経験年数3～5年程度の中堅職員に対する研修、喀痰
吸引等研修、介護ｷｬﾘｱ段位におけるｱｾｯｻｰ講習受講

・介護支援専門員、介護相談員育成に対する研修

○ 各種研修に係る代替要員の確保、出前研修の実施

○ 潜在介護福祉士の再就業促進

・知識や技術を再確認するための研修の実施

・離職した介護福祉士の所在等の把握

○ チームオレンジ・コーディネーターなど認知症ケアに携
わる人材育成のための研修

○ 地域における認知症施策の底上げ・充実支援

○ 地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築に資する人材育成

・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成のための研修

○ 認知症高齢者等の権利擁護のための人材育成

○ 介護施設等防災リーダーの養成

○ 外国人介護人材の研修支援

○ 外国人介護福祉士候補者に対する受入施設における
学習支援 等

○ 地域における介護のしごとの魅力発信

○ 若者・女性・高齢者など多様な世代を対象とした介
護の職場体験

○ 高齢者など地域の住民による生活支援の担い手の
養成、支え合い活動継続のための事務支援

○ 介護未経験者に対する研修支援

○ ボランティアセンターとシルバー人材センター等の
連携強化

○ 介護事業所におけるインターンシップ等の導入促進

○ 介護に関する入門的研修の実施からマッチングま
での一体的支援、参入促進セミナーの実施、介護の
周辺業務等の体験支援

○ 人材確保のためのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ活用支援

○ 多様な人材層の参入促進、介護助手等の普及促進

○ 介護福祉士国家資格取得を目指す外国人留学生
や１号特定技能外国人等の受入環境整備

○ 福祉系高校修学資金貸付、時短勤務、副業・兼業、
選択的週休３日制等の多様な働き方のモデル実施

等

参入促進 資質の向上 労働環境・処遇の改善

○ 関係機関・団体との連携・協働の推進を図るための、都道府県単位、市区町村単位での協議会等の設置
○ 介護人材育成等に取り組む事業所に対する都道府県の認証評価制度の運営支援 ○ 離島、中山間地域等への人材確保支援

※赤字下線は令和５年度新規・拡充等



１ 事業の目的

外国人介護人材研修支援事業

本事業は、介護職種における技能実習生及び介護分野における１号特定技能外国人の介護技能を向上するための集合研修等を実施する
ことにより、当該外国人介護人材が日本国内の介護現場において円滑に就労・定着できるようにすることを目的とする。

○集合研修の実施等
➢都道府県が、技能実習生や１号特定技能外国人を対象に集合研修を実施。

※なお、技能実習生や１号特定技能外国人の受入状況や就労場所の地理的要因など各地域の実情に応じて、
集合研修以外（派遣講師による巡回訪問等）の方法で研修を実施することも可能
⇒ 新型コロナウィルス感染症対策等として、「オンライン研修」の実施も可能。

➢研修内容は、研修対象者が介護現場で円滑に就労・定着できるようにする観点から必要と考える内容とする。
例えば、「介護の基本」「コミュニケーション技術」「移動、食事、衣服の着脱、排泄及び入浴の介護」「文化の理解」
「介護の日本語」「認知症の理解」などが考えられるが、実施主体のそれぞれの実情に応じて検討できる。
なお、研修は座学のみならず演習を取り入れること。

➢また、必要に応じて、技能実習生や１号特定技能
外国人を対象に研修を行う研修講師の養成や、
当該外国人介護人材を雇用する介護施設等で技術
指導等を行う職員を対象にした研修を実施する
ことができる。 など

補助率 ：2/3
実施主体：都道府県
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日本語能力向上に向けた学習支援体制が整備できない

介護福祉士取得に向けた学習支援体制が整備できない

生活面における支援体制が整備できない

介護技術面における支援体制が整備できない

施設内の職員の理解が得られない

利用者や家族の理解が得られない

法人の方針

受入れ後の効果が想像できない

受入れ方法がわからない

受入れ方法等に関する情報が少ない

日本人だけで十分な人数を確保できている

特に理由はない

その他

無回答 n=480

（出典）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「外国人介護人材の受入れに関するアンケート調査」（平成30年10月1日時点調査）
（平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）

➢外国人介護職員を受け入れない理由として受入れ側の支援体制が不十分である点が挙げられている

２ 事業の概要・スキーム

2

令和５年度予算案 地域医療介護総合確保基金137億円の内数 ※令和４年度までは生活困窮者就労準備支援事業費等補助金で実施

社会・援護局福祉基盤課
（内線２８９４）



２ 事業の概要

１ 事業の目的

本事業は、経済連携協定（EPA）又は交換公文に基づき入国し、介護施設等で就労しながら介護福祉士国家資格の取得を目指す者

（以下「外国人介護福祉士候補者」という。）が介護福祉士国家試験に合格できるよう、日本語及び介護分野の専門知識に係る学習
支援を目的とする。

（１）就労中の外国人介護福祉士候補者の日本語学習（日本語講師の派遣、日本語学校への通学等）、介護分野の
専門知識の学習（民間業者が実施する模擬試験や介護技術講習会への参加等）及び学習環境の整備に要する経費

日本語講師や養成校教員等の受入施設への派遣に要する経費

日本語学校の授業料や通学等に要する経費

民間業者が実施する模擬試験や介護技術講習会等への参加に要する経費

（２）就労中の外国人介護福祉士候補者の喀痰吸引等研修の受講に要する経費

喀痰吸引等研修の受講に要する経費
※ EPA介護福祉士候補者以外の実務経験ルートで国家試験を受験する者については、平成28年度から実務者研修の受講が義務
付けられており、当該研修の中で医療的ケアを学習することとなっている。

（３）外国人介護福祉士候補者の研修を担当する者の活動に要する経費

受入施設の研修担当者の活動に要する経費

外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業

補助率 2/3
実施主体 都道府県

令和５年度予算案 地域医療介護総合確保基金137億円の内数 ※令和４年度までは生活困窮者就労準備支援事業費等補助金で実施

3

社会・援護局福祉基盤課
（内線２８９４）



ICT導入支援事業（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分） ）

令和５年度当初予算案：地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の内数

導入計画の作成、導入効果報告（2年間）

IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または
「★★二つ星」のいずれかを宣言

以下に積極的に協力すること 等

補助要件

補助割合を拡充する要件
〈3/4に拡充(以下のいずれかの要件を満たすこと)〉

ケアプランデータ連携システム等の利用

LIFEの「CSV連携仕様」を実装した介護ソフトで実際にデータ登
録を実施等

ＩＣＴ導入計画で文書量を半減

※令和２年度（当初予算）以降の拡充分（下線部以外）は令和５年度までの実施

（地域医療介護総合確保基金 137億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

介護ソフト･･･記録、情報共有、請求業務で転記が不要であるもの、ケアプラン連携標準仕様、入退院時情報標準仕様、看護情報標準仕様を
実装しているもの（標準仕様の対象サービス種別の場合。各仕様への対応に伴うアップデートも含む）、財務諸表のCSV出力機能を有する
もの（機能実装のためのアップデートも含む）。

情報端末･･･タブレット端末、スマートフォン端末、インカム等

通信環境機器等･･･Wi-Fiルーター等

その他･･･運用経費（クラウド利用料、サポート費、研修費、他事業所からの照会対応経費、バックオフィスソフト（勤怠管理、シフト管理等）等）

補助対象

職員数に応じて都道府県が設定

補助上限額等

補助割合

一定の要件を満たす場合は、
3/4を下限に都道府県の裁量に
より設定

それ以外の場合は、１/２を下限
に都道府県の裁量により設定

実績 R1 R2 R3
実施自治体数 15 40 47
補助事業所数 195 2,560 5,371

導入計画の策定 導入

介護ソフト・タブレット

等の購入費用の補助

（R1年度～）

業務分析 活用

文書量半減を実現できるICT導入計画の作成 ケアプランデータ連携システム等の

利用

LIFEのCSV連携仕様を活用しデータ
登録

※ケアプランデータ連携システム･･･国保中央会に構築中。令和５年度本格稼働予定

老健局高齢者支援課（内線3875）

○ 各都道府県に設置される地域医療介護総合確保基金を活用し、介護現場のＩＣＴ化に向けた導入支援を実施し、
ICTを活用した介護サービス事業所の業務効率化を通じて、職員の負担軽減を図る

１ 事業の目的

２ 事業の概要等

1～10人 100万円

11～20人 160万円

21～30人 200万円

31人～ 260万円

※赤字が令和５年度拡充分。

ICTの活用により収支状況の改善が図られた場合においては、
職員の賃金に還元すること（導入効果報告により確認）
LIFEによる情報収集・フィードバック
他事業所からの照会に対応すること



介護生産性向上推進総合事業（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分））
〔“介護事業所に対する業務改善支援事業’’の拡充〕

〈事業イメージ〉

• 都道府県が主体となり、「介護生産性向上総合相談センター（仮称） 」を設置。介護現場革新会議において策定する基本方針に基づ
き、介護ロボットやICT、その他生産性向上に関する取組を実施する他、人材確保に関する各種事業等とも連携の上、介護事業者に対
し、ワンストップ型の支援を実施する。

【実施事項】 以下の経費の一部を補助
（（１）及び（２）の実施が要件。）
（１）介護現場革新会議の開催
（２）介護生産性向上総合相談センター（仮称）の設置

①介護ロボット・ICT等生産性向上に係る相談窓口（必須）
②人材確保、生産性向上に係る各種支援業務との連携（必須）
③その他

（３）第三者が生産性向上の取組を支援するための費用の
支援（コンサル経費の補助）

実施主体

国
都道府県
(一部、委託)

基金(国2/3) 介護施
設等

一部助成

• 都道府県が介護現場の生産性向上をさらに推進する方策を別途検討。
• 本メニュー設置に伴い既存基金メニューとの整理を予定

３ その他

※既存の基金メニュー(業務改善支援事業)の拡充での対応を予定。

２ 事業の概要・スキーム、実施主体等

○ 都道府県が主体となった介護現場の生産性向上を推進する取組の広がりは限定的であり、また、既存の生産性向上に係る事業は数
多くあるものの、実施主体や事業がバラバラであり、一体的に実施する必要がある。

○ このため、都道府県の主導のもと、介護人材の確保・処遇改善、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入、介護助手の活用など、
介護現場の革新、生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的・横断的に一括して取り扱い、適切な支援につなぐワンストップ型
の総合的な事業者への支援を可能とする「介護生産性向上推進総合事業」を実施するための基金メニューを設ける。(※)

１ 事業の目的

令和５年度当初予算案：地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の内数（地域医療介護総合確保基金 137億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

老健局高齢者支援課（内線3875）

※赤字が令和５年度拡充分。



4 事業の内容（補助内容）

既存の基金メニューとの重複整理のため「介護事業所に対する業務改善支援事業」を拡充し、都道府県を主体とした生産性向上の取
組を総合的・横断的に支援する。尚、以下の(1)・(3)は業務改善支援事業の内容を継続。

（１）都道府県等による介護現場革新会議に係る必要と認められた経費の一部を助成（前頁、補助要件(1)実施の際の支援）

①都道府県等による介護現場革新会議の設置に伴う必要な経費
②介護事業所の取組（モデル的取組）に必要な経費

（例：第三者がその取組（タイムスタディ調査による業務の課題分析等）を支援するための費用、介護ロ
ボットやICT機器等のハードウェア・ソフトウェアの導入費用（インカム機器、介護記録ソフトウェア、
通信環境整備等に係る費用を含む。）

③都道府県等が取組む介護の魅力発信や職員の定着支援等に要する必要な経費

【補助額】②（１事業所あたり）対象経費の１／２以内（上限５００万円）、①③については必要な経費

（２）介護生産性向上総合相談センター（仮称）の設置・事業の実施に係る必要と認められた経費の一部を助成

○介護生産性向上総合相談センター（仮称）の運営に係る費用（前頁、補助要件(2)実施の際の支援）
〔総合相談センターの事業実施に係る費用〕(例)

①介護ロボット・ICT等に係る相談窓口業務（機器の体験展示、試用貸出、専門相談員、研修費用等）
・介護ロボット、ICT等の効果的な活用・普及に必要な経費（現場の課題に応じた導入支援、研修・伴走支援費用等）

②他の人材確保、生産性向上に係る各種支援業務との連携
③その他

（３）第三者が生産性向上の取組を支援するための費用の支援（コンサル経費の補助）

①生産性向上ガイドラインに基づき業務改善に取り組む介護事業所に対して、第三者がその取組（タイムス
タディ調査による業務の課題分析等）を支援するための費用の一部を助成

【補助額】（１事業所あたり）対象経費の１／２以内（上限３０万円）



１ 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
【助成対象事業所】

①新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
②新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
③感染者が発生した施設等の利用者の受け入れ及び応援職員の派遣を行う事業所【連携支援】

【 対 象 経 費 】
通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成
①緊急時の介護人材確保に係る費用
・職員の感染等による人員不足、通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保等の費用

※緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当等
②職場環境の復旧・環境整備に係る費用
・介護サービス事業所・施設等の消毒清掃費用、通所系サービスの代替サービス提供に伴う初動費用等

③連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
・感染が発生した施設等への介護人材の応援派遣等に伴う費用

２ 緊急時介護人材応援派遣に係るコーディネート事業
【 対 象 経 費 】都道府県や介護サービス事業所との連絡調整等に要する費用

２ 事業の概要

１ 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
○ 介護サービスは、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであるため、

・新型コロナウイルス感染症の感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められること
・高齢者の密集を避けるため通所サービスが通常の形で実施できない場合でも代替サービスの提供が求められること
から、新型コロナウイルス感染による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保するとともに、介護に従事する者が安心・安全
に業務を行うことができるよう感染症が発生した施設等の職場環境の復旧・改善を支援する。

２ 緊急時介護人材応援派遣に係るコーディネート事業
○ 都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体等と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築するとと

もに、介護サービス事業所・施設等で新型コロナウイルスの感染者が発生した場合などに、地域の他の介護サービス事業所・施設等と
連携して当該事業所・施設等に対する支援を実施するために必要な経費を補助する。

１ 事業の目的

新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等の
サービス提供体制確保事業（地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保に関する事業分））

老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3878）

令和５年度当初予算案 137億円の内数（137億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

３ 実施主体等

都道府県（実施主体）

国

介護ｻｰﾋﾞｽ事業所・施設等

負担割合:国2/3、都道府県1/3

実 施 数 :47都道府県(R3年度)
※他財源による実施を含む


